
 

 

 

 

 

新学期の始まりにあたって 

校 長  

やわらかな光の中で、「若葉の森」の木々も芽吹く季節となりました。例年より遅く開花した桜の

花も新学期の始まりをお祝いしているようです。お子様の進級・ご入学誠におめでとうございます。

４月に着任しました校長の佐藤素子です。どうぞよろしくお願いいたします。 

若松小学校は、９日の入学式に 99 名の新入生を迎え、全校児童 60７名、22 学級、教職員 40 名で

令和６年度の教育活動をスタートします。学校教育目標を「心豊かで たくましく生きる児童の

育成 ～かしこい子 やさしい子 たくましい子～」と掲げ、一人一人の子供の成長を願い、毎

日笑顔で過ごせる学校づくりを目指して、全職員一丸となり力を尽くしてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新学期からの生活は、子供にとっても大人にとっても希望に満ちあふれたものです。上の詩のよ

うに「本気で始めれば、つらいことも乗り越えられる。」「夢に向かって、失敗を恐れず挑戦する。」

「今がその第一歩。」という思い大切に、皆で進んでいきたいと思います。保護者の皆様や地域の皆

様には、ご理解とご協力をいただくことが多々ございますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

  

 

 

◆令和６年度の職員（◎は学年主任） 
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４月の行事予定 ※発育測定・視力検査・聴力検査・歯科検診等は学年だよりを参照ください  

５日（金） 着任式・前期始業式、短縮日課 

８日（月） 短縮日課 

９日（火） 入学式、短縮日課 

１０日（水） 給食開始（2～6年）、１年短縮日課（※12日まで） 

１１日（木） 委員会活動①・尿検査 1次 

１５日（月） 給食開始（１年）１年短縮日課（※4/26まで） 

１６日（火） 短縮日課（下校 14:30） 

１７日（水） 交通安全教室（1・4年） 

１８日（木） 学級懇談会・全国学力学習状況調査（6年） 

１９日（金） 避難訓練 

２５日（木） ジェフ市原千葉 小学校訪問（3年・5年）  

２６日（金） 1年生を迎える会 

３０日（火） 地域訪問、短縮日課４校時（※5/1・5/2） 

    若 松       
 千葉市立若松小学校 

学校だより４月号 

令和６年４月５日 



 
【学級編制について】 

 
現在、３年生は４学級です。５月１日までに児童数が減少した場合、学級編制の人数規定に 

則り、年度途中に３学級へとクラス替えを行う場合があります。ご承知おきください。 

 
 
 
 
 
 
◆欠席・遅刻等の連絡について 

欠席や遅刻の連絡は８：００までにお願いします（「すぐーる」が便利です）。遅刻予定
からの欠席など変更を含めて、８：００以降は電話で連絡をしてください。（連絡なしでの
欠席・遅刻等がないように、確実に連絡をお願いします。） 
 
◆自家用車による児童の送迎について 

登下校の際、自家用車での児童の送迎は、けが等の特別な場合を除きご遠慮ください。学

校の駐車場前は、子供たちの通学路となっているため、交通事故の危険性が高くなっていま

す。また、駐車場内を児童が歩いていると大変危険です。許可なく学校の駐車場に入らない

ようにお願いします。万が一、駐車場内で車等のトラブルが発生した場合は、当事者間での

対応となりますのでご承知おきください。（自転車での送迎が必要な場合は事前にご相談く

ださい。） 
 
◆学校への電話連絡について 
学校での電話対応時間は、原則として平日の７：３０～１８：００となっております。

担任への問い合わせ等、学校への連絡がある場合は上記の時間にお願いします。 
 
◆４月のスクールカウンセラー相談日 
・１０日（水）・１７日（水）・２４日（水）  
※いずれの日も、１３：００～１７：００です（先着順）。 
※子供のみの相談、保護者のみの相談、親子での相談等ができます。希望される方は、

各担任または教頭へご連絡ください。 

お知らせとお願い 


